
明
治
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三
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一
日

第

三

種

郵

便

物

認

可

発行所

〒
一
〇
五
e

八
四
四
五

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目

二
番
四
号

独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
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電 話

03
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定 価

一
ヵ
月
一
、五
九
六
円(

本
体
一
、五
二
〇
円)

本
号
一
部

一
三
六
円(

本
体

一
三
〇
円)

(

配

送

料

別)

Î
号
外

二
月
一
日
付
特
第
二
号
二
ペ
ー

達
第
一
八
号
七
二
ペ
ー
ジ
×
一

の
二
）
二
ペ
ー
ジ

ジ
×
同
月
二
日
付
第
一
九
号
二
五
六
ペ
ー
ジ
×
同
日
付
政
府
調

月
十
九
日
付
参
会
第
一
号
（
そ
の
一
）
二
四
ペ
ー
ジ
×
同
（
そ

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

正

誤

終
り
か
ら

二
九
上

二
長
さ
、

長
さ
及
び

〃

下

五
に
改
め
、

に
、

〃

〃

六
図
書
及
び
」
の
下

に
「

及
び
法
第
五
十
二

条
第
八
項
」を「
及

び

〃

〃

八
JÅ¢ÅK
図
書
、」を
加
え
図
書
、
同
条
第
八

項
」
に

終
り
か
ら

〃

〃

七

〃

〃

一
二
に
改
め
、「
®
項
」
に
、「
®
項
」

〃

〃

〃

同
項
の
表
一

同
号
の
表

終
り
か
ら

〃

〃

一
四
の
表
一

第
一
号
の
表

〃

〃
〃

九
第
一
号
中
「
図
書

及
び
」
の
下
に

第
一
号
及
び
第
三

項
第
一
号
中
「
法

第
五
十
二
条
第
八

項
」
を

〃

〃
〃

三
改
め
、
同

改
め
る
。

三
〇
上

六
第
六
十
一
号

別
記
第
六
十
一
号

〃

〃

一
二
注
意
の
３

注
意
３

終
り
か
ら

三
〇
上

一
12

15

〃

下
〃

五
同
注
意
の

同
注
意
中

三
一
上

八
同
条
第
四
項

第
四
項

〃

〃

二
四
並
び
に

及
び

終
り
か
ら

〃

〃

二
四
又
は

、
又
は

〃

〃
〃

一
同
項
の

同
規
則
第
一
条
の

三
第
一
項
の

三
二
上

一
関
す
る

）
に
関
す
る

平成˜�年™月™日 月曜日 第š�Ÿ—号官 報
解
散
公
告
（
第
三
回
）

当
社
（
旧
商
号
有
限
会
社
し
の
は
ら
）
は
、
平
成
十
六

年
一
月
十
五
日
開
催
の
臨
時
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
り
解

散
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
第

一
回
掲
載
（
平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日
）
の
翌
日
か
ら

二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し

出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
十
六
年
二
月
二
日

福
岡
県
鞍
手
郡
宮
田
町
大
字
磯
光
一
三
〇
五
番
地

有
限
会
社
シ
ノ
ハ
ラ
興
業

清
算
人

篠
原

誠
一

限
定
承
認
公
告

本
籍
横
浜
市
保
土
ケ
谷
区
川
島
町
一
五
六
九
番
地
の

五
、
最
後
の
住
所
本
籍
に
同
じ

被
相
続
人

亡

高
橋

音
三

右
被
相
続
人
は
平
成
十
五
年
九
月
二
十
八
日
死
亡
し
、

そ
の
相
続
人
は
平
成
十
六
年
一
月
二
十
六
日
横
浜
家
庭
裁

判
所
に
て
限
定
承
認
を
し
た
か
ら
、
一
切
の
相
続
債
権
者

及
び
受
遺
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
請
求
の
申
し
出
を
し
て
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し

出
が
な
い
と
き
は
弁
済
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
十
六
年
二
月
二
日

横
浜
市
保
土
ケ
谷
区
川
島
町
一
五
六
九
番
地
の
五

相
続
財
産
管
理
人

高
橋

京
子

基
準
日
設
定
公
告

当
社
は
平
成
十
六
年
三
月
十
八
日
開
催
予
定
の
臨
時
株

主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
を
行
使
す
べ
き
株
主
を
確
定
す

る
た
め
、
平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
午
後
三
時
現
在
の
株
主
名
簿
に
記
載
あ
る
株
主
を

も
っ
て
、そ
の
権
利
を
行
使
す
べ
き
株
主
と
み
な
し
ま
す
。

平
成
十
六
年
二
月
二
日

東
京
都
中
央
区
東
日
本
橋
三
丁
目
一
〇
番
一
五
号

テ
イ
ボ
ー
販
売
株
式
会
社

代
表
取
締
役

河
西

祐
男

基
準
日
設
定
公
告

当
社
は
、
平
成
十
六
年
二
月
二
十
六
日
開
催
予
定
の
臨

時
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
を
行
使
す
べ
き
株
主
を
確

定
す
る
た
め
、
平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
を
基
準
日
と
定

め
、
同
日
の
最
終
の
株
主
名
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ

た
株
主
を
も
っ
て
、
そ
の
権
利
を
行
使
す
べ
き
株
主
と
み

な
し
ま
す
。

平
成
十
六
年
二
月
二
日

東
京
都
品
川
区
西
五
反
田
三
丁
目
七
番
一
〇
号

ア
イ
テ
ィ
ー
マ
ネ
ー
ジ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

山
田

芳
幸

基
準
日
設
定
公
告

当
社
は
平
成
十
六
年
三
月
十
日
開
催
予
定
の
臨
時
株
主

総
会
に
お
け
る
議
決
権
を
行
使
す
べ
き
株
主
を
確
定
す
る

た
め
、
平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
を
基
準
日
と
定
め
、
同

日
最
終
の
株
主
名
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
あ
る
株
主
を

も
っ
て
、そ
の
権
利
を
行
使
す
べ
き
株
主
と
み
な
し
ま
す
。

平
成
十
六
年
二
月
二
日

大
阪
市
中
央
区
久
太
郎
町
一
丁
目
八
番
一
五
号

エ
ス
ア
ー
ル
エ
ス
・
さ
く
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

株
式
会
社

代
表
取
締
役

笹
田

亮

名
義
書
換
代
理
人
事
務
取
扱
場
所

大
阪
市
中
央
区
北
浜
二
丁
目
四
番
六
号

株
式
会
社
だ
い
こ
う
証
券
ビ
ジ
ネ
ス

本
社
証
券
代
行
部

基
準
日
設
定
公
告

当
社
は
平
成
十
六
年
三
月
十
二
日
開
催
予
定
の
臨
時
株

主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
を
行
使
す
べ
き
株
主
を
確
定
す

る
た
め
、
平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
最
終
の
株
主
名
簿
に
記
載
あ
る
株
主
を
も
っ
て
、
そ

の
権
利
を
行
使
す
べ
き
株
主
と
み
な
し
ま
す
。

平
成
十
六
年
二
月
二
日

大
阪
市
北
区
中
津
一
丁
目
六
番
二
四
号

ダ
ス
キ
ン
共
益
株
式
会
社

代
表
取
締
役

足
立

勤

名
義
書
換
代
理
人
事
務
取
扱
場
所

大
阪
市
中
央
区
北
浜
二
丁
目
二
番
二
一
号

中
央
三
井
信
託
銀
行
株
式
会
社
大
阪
支
店

基
準
日
設
定
公
告

当
社
は
、
平
成
十
六
年
三
月
上
旬
開
催
予
定
の
臨
時
株

主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
を
行
使
す
べ
き
株
主
を
確
定
す

る
た
め
、
平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
（
火
曜
日
）
を
基
準

日
と
定
め
、
同
日
最
終
の
株
主
名
簿
に
記
載
あ
る
株
主
を

も
っ
て
、そ
の
権
利
を
行
使
す
べ
き
株
主
と
み
な
し
ま
す
。

平
成
十
六
年
二
月
二
日

岡
山
県
岡
山
市
西
市
一
一
六
番
地
一
三

株
式
会
社
ト
ス
コ

代
表
取
締
役
社
長

皆
木

賢

平
成
十
五
年
十
二
月
十
八
日（
号
外
第
二
百
八
十
八
号
）

公
布
国
土
交
通
省
令
第
百
十
六
号
（
密
集
市
街
地
に
お
け

る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

（
原
稿
誤
り
）

二
九
ペ
ー
ジ
上
段
終
り
か
ら
一
四
行
目
か
ら
一
三
行
目

中
の「「
¥
項
に
掲
げ
る
図
書
を
、法
第
五
十
六
条
第
七
項
」

を
「
¥
項
に
掲
げ
る
図
書
を
、
同
項
」
に
、「
¼
項
に
掲
げ

る
図
書
を
、
法
第
五
十
六
条
第
七
項
」
を
「
¼
項
に
掲
げ

る
図
書
を
、
同
項
」」は「「
法
第
五
十
六
条
第
七
項
の
規
定

の
適
用
」
を
「
同
項
の
規
定
の
適
用
」」の
誤
り
。

二
九
ペ
ー
ジ
下
段
終
り
か
ら
二
行
目
か
ら
三
〇
ペ
ー
ジ

上
段
五
行
目
は
削
除
す
る
。

三
〇
ペ
ー
ジ
上
段
終
り
か
ら
三
行
目
は
次
の
と
お
り
の

誤
り
。

別
記
第
六
十
五
号
の
二
様
式
第
一
面
中
「第

86条
の
５

第
２
項

」
を
「第

86条
の
５
第
３
項

」
に
改
め
、
同
様
式

第
一
面
３
欄
中
「認

定

」
を
「許

可

」
に
、
同
注
意
の
i

中
「NZ

ま
で

」
を
「N[

ま
で

」
に
改
め
る
。

三
一
ペ
ー
ジ
下
段
四
行
目
は
次
の
と
お
り
の
誤
り
。

条
第
八
項
」
に
、「
建
築
基
準
法
第
五
十
六
条
第
七
項
の

規
定
の
適
用
に
よ
り
同
項
第
一
号
」
を
「
同
法
第
五
十
六

条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
項
第
一
号
」
に
、「
建

築
基
準
法
第
五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同

項
第
二
号
」
を
「
同
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
項
第
二

号
」
に
、「
建
築
基
準
法
第
五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
の
適

用
に
よ
り
同
項
第
三
号
」
を
「
同
項
の
規
定
の
適
用
に
よ

り
同
項
第
三
号
」
に
、「
建
築
基

訂
正
公
告

平
成
十
六
年
一
月
二
十
八
日
（
号
外
第
十
五
号
）
掲
載

の
奥
村
酒
造
株
式
会
社
に
係
る
決
算
公
告
中
「利

益
剰
余

金
87¶

354

」
と
あ
る
は
「利

益
剰
余
金

�
87¶

354

」
と

「（う
ち
当
期
損
失
）

（
5¶
261）

」と
あ
る
は「（う

ち
当

期
損
失
）
（

�
5¶
261）

」の
誤
り
に
つ
き
訂
正
致
し
ま
す
。

扱

店

債
権
申
出
の
催
告
（
第
一
回
）

当
社
は
、
保
険
契
約
の
包
括
移
転
に
伴
い
平
成
十
五
年

十
月
一
日
付
で
保
険
業
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
の
免
許

の
効
力
を
失
っ
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
し
ま
す
。

平
成
十
六
年
二
月
二
日

東
京
都
港
区
白
金
台
二
丁
目
一
〇
番
二
号

ウ
イ
ン
タ
ー
ト
ウ
ル
ス
イ
ス
・

イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
日
本
支
店

清
算
人

茨
木

洋
一

株
券
提
出
不
能
に
対
す
る
異
議
申
述
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
東
芝
と
の
間
で
株
式
交
換
を
行
う
に
あ
た
り
、
当
社
株
券
の
提
出
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
後
記
の

株
主
か
ら
株
券
を
提
出
で
き
な
い
旨
の
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。
よ
っ
て
こ
れ
ら
株
主
に
対
し
て
旧
株
券
と
引
換
で
な

し
に
新
株
券
を
交
付
す
る
こ
と
に
異
議
の
あ
る
利
害
関
係
人
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
三
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

平
成
十
六
年
二
月
二
日

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
真
砂
五
丁
目
二
〇
番
七
号

東
芝
パ
ソ
コ
ン
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

矢
島

勝
美

当
会
社
普
通
株
式

券

別

枚
数

記
号

番

号

名

義

人

住

所

氏

名

一
万
株
券

一

１
Ｅ

五
九

愛
知
県
海
部
郡
佐
織
町
大
字
勝
幡
字
塩
畑

二
七
〇
五

野
島

精
二

千
株
券

五

１
Ｄ

二
四
〇
七
〜
二
四
一
一

〃

〃

〃

四

３
Ｄ

五
三
〜
五
六

東
京
都
新
宿
区
南
榎
町
六
九
番
地

狩
野

雄
二

š™


		2004-02-02T01:25:28+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, OU= , CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）


		2004-02-02T01:25:33+0900
	1A31EEBB8EA781979FDF5275B9721F567CA880D2
	AMANO Digital Time Stamp Service




